
香港、グローバル・ミニマム課税導入法案が立法会の第三読会で可決

2025年5月28日、2024年度内国歳入法（多国籍企業グループに対する最低課税）修正法案（以下、「法案」）
が、立法会の法案審議委員会での修正（以下、「CSA」）を取り入れた後、第二読会と第三読会の審議を経て可
決されました。

立法会で可決された法案は、政府官報に掲載され、正式に法律（以下、「新法」）となる予定です。

新法についてのご質問、トップアップ税申告、または移行期の国別報告セーフハーバー（以下、「移行期間CbCR
セーフハーバー」）の適用資格をご検討中の場合、ご担当の税務専門家にご相談ください。
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新法

この新法は、経済協力開発機構（以下、「OECD」）が公表したモデルルールの一部として、グローバル税源浸食防止（以下、

「GloBE」）ルールの下で連動する2つのルールである、所得合算ルール（以下、「IIR」）と軽課税所得ルール（以下、「UTPR」）を
香港で施行するためのものです。

また、新法では香港ミニマムトップアップ税（以下、「HKMTT」）と呼ばれる国内ミニマムトップアップ課税が導入され、その設計と

特徴はGloBEルールと同様です。

HKMTTはIIRおよびUTPRよりも優先されるため、対象となる多国籍企業（以下、「MNE」）グループの香港構成事業体（以下、

「CE」）の軽課税利益はまずは、HKMTTの対象となります。これにより、香港で行われる経済活動に対する香港の課税権は維

持されることになります。

HKMTTは、適格国内ミニマムトップアップ税のセーフハーバー（以下、「QDMTT SH」）として認められることを意図しており、それ

により、IIRおよびUTPRに基づくトップアップ税はゼロとなります。

HKMTTに基づくトップアップ税は、対象MNEグループの超過利益について、グローバル最低税率15%と香港における当該グル

ープの実効税率（以下、「ETR」）との差額に基づいて課されます。そのため、香港内の当該グループの各CE間でETRが混在す

る可能性があります。

HKMTTの適用上、条件を満たしている場合、GloBE所得は現地会計基準に基づいて計算されます。この会計基準には、（a）国
際財務報告基準（IFRS）と、（b）香港公認会計士協会が定める会計基準（香港財務報告基準を含む）が含まれます。

新法は、2025年1月1日以降に開始する事業年度について、当年度の直前4事業年度のうち少なくとも2事業年度において、年

間連結売上高が7億5,000万ユーロ以上のMNEグループに適用されます。

ただし、香港おけるUTPRの導入は、財務長官が指定する日まで延期されます。

立法アプローチ

新法は、モデルルールに対して若干の修正を加えて内国歳入法（以下、「IRO」）に直接組み込んでおり、新たに設けられたIRO
のパート4AAと新スケジュール61～65に規定されています。

これらの制定されたGloBEルールについては、OECDが公表したモデルルールに関するコメンタリーや実務ガイダンス（以下、

「AG」）の要件や指針と最も整合性が取れる形で解釈・適用しなくてはならないという具体的な規定が設けられています。

また、当該GloBEルールとIROの既存の規定がどのように相互作用するかについての具体的な規定もあります。

これには、（i）海外で支払われたQDMTTについて、香港の国外源泉所得非課税制度（以下、「FSIE税制」）の下で国外源泉所得

（配当金など）が香港で課税対象となる場合における香港での税額控除または損金算入の取扱い、（ii）IROのセクション61Aに

規定される現行の一般的租税回避防止規定が、追加的なセーフガードを設けた上で、IIR/UTPRおよびHKMTTに基づくトップア

ップ課税に係る取引へ適用されること、（iii）異議申立、税務調査の期間制限、IROの罰則規定などの既存の税務実務メカニズ

ムについて、必要な修正を加えた上で、IIR/UTPRおよびHKMTTに係る税務調査へ適用されることが含まれます。

法案審議委員会の修正（CSA）

CSAは、（i）IIR/UTPRおよびHKMTTの税務調査の期間制限など、税務実務メカニズムに関する利害関係者の懸念のほとんど

に対処し、（ii）法案における一般的租税回避防止規定としての主要目的テスト案について、追加的なセーフガードを設けた上で

IROのセクション61Aに置き換え、（iii）海外で支払われたQDMTTと香港のFSIE税制との関係を明確にしました。

その他のCSAは、主に実務的な事項や明確化に関するものであり、関連するGloBEルール（特にその中で規定されているセー

フハーバー・ルール）を適切に法案に反映させることを目的としています。

さらに、一部のCSAは、法案の官報掲載後にOECDが公表したAGも取り入れられており、これには（i）QDMTT SHに関する追加

的な不適格条件、（ii）移行期間CbCRセーフハーバーの対象税額の算定から、税制導入前の税務上の欠損金に係る特定の繰

延税金費用を除外することが含まれます。
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今後、OECDがモデルルールのコメンタリーやAGを随時更新・公表することが想定されることから、新法には、これらの最新のコ

メンタリーやAGを補助法令として迅速に採用できるよう、立法手続きを簡素化する規定が設けられています。

GloBEルール、セーフハーバー・ルール、CSAの詳細については、EYの香港タックスアラート（第2号1、第4号2）をご参照ください。

今後取るべき行動

必要な情報の収集と人員確保に向けて準備を

暦年決算のMNEグループの場合は、決算日から6カ月以内、すなわち2026年6月30日までに、新税制で要請される通知をす

る必要があります。

GloBE情報申告書（以下、「GIR」）は200以上の項目の情報を要求しており、2025年がGloBEルール施行の初年度または移行

年度である場合、その提出期限は年度末から18カ月後、すなわち、暦年決算の対象MNEグループは2027年6月30日までに

提出する必要があります。

ただし、そのグループが2024年にすでに海外でGloBEルールの対象となっている場合、GIRの提出期限は年度末から15カ月

後（暦年決算の対象MNEグループの場合は2027年3月31日）となります。

香港UPEの場合、GIRおよび香港トップアップ税の申告に必要な情報は非常に多く、その収集には香港および海外にあるグル

ープのすべてのCEから、情報入力への協力と努力が必要となります。

さらに、モデルルールとは、国・地域ごとのETRと超過利益の計算に関する一連の複雑な規則です。この計算には、財務会計シ

ステムから容易に入手または抽出できない多くの情報が必要です。例えば、GloBEルールに基づく対象税額の計算において、

繰延税金勘定の調整に必要な情報などが考えられます。

そのため、対象MNEは、モデルルール、コメンタリー、およびAGの内容を十分に理解しているだけでなく、必要に応じて、財務情

報システムやその他の情報システムを見直し、必要な情報の収集を容易にする新機能を組み込む必要があると考えられます。

さらに、グループ内でGloBE関連事項に関わる人的資源と専門知識をどのように確保するかについても検討が必要となるでしょ

う。

移行期間CbCRセーフハーバーの適格性の検討

移行期間中、対象MNEグループは、特に移行期間CbCRセーフハーバーを利用できるかどうかを検討する必要があります。こ

の移行期間CbCRセーフハーバーの適用条件を満たす場合、複雑なモデルルールに基づいて国・地域ごとのETRを計算する必

要がなくなります。

移行期間CbCRセーフハーバーの下では、対象MNEグループが総収益、ETR、経常利益に関する3つの基準のいずれかを満た

す場合、その特定の国・地域におけるトップアップ税額はゼロとなります。このセーフハーバーは、MNEグループの適格国別報

告書に含まれる国・地域別の総収益および税引前当期純損益情報と、適格財務諸表に含まれる国・地域別の税務情報に基づ

いて運用されます。この制度の適用は、2026年12月31日以前に開始し、2028年6月30日以前に終了するすべての事業年度

を対象とする移行期間に限定されます。また、このセーフハーバーは、“once out, always out（一度適用外になると、その後も

適用外）”というアプローチを採用しています。つまり、対象MNEグループがある国・地域について前事業年度において、このセ

ーフハーバーの適用を選択しなかった場合、当該グループは、その国・地域について翌事業年度以降も本制度の適用を受ける

ことができません。

QRTCに基づく優遇税制措置の提供についての政府への働きかけ

現在、香港では特定の優遇税制が多くあり、例えば適格船舶・航空機のリース事業者やリースマネジメント事業者向けのもので

は、8.25%、場合によっては0%の軽減税率が適用されています。

1 当該タックスアラートは以下のリンクからアクセスできます。
香港 グローバル・国内ミニマム課税制度の2025年導入法案を公表、他 | EY Japan
2 当該タックスアラートは以下のリンクからアクセスできます。
香港政府、グローバル・ミニマム課税（GMT）・香港ミニマムトップアップ税（HKMTT）の法案に関する懸念意見の大半に前向きに対応 | EY Japan

https://www.ey.com/ja_jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2025/tax-alerts-03-06-02
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2025/tax-alerts-06-25
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このような優遇を受けている企業が、対象MNEグループに属している場合、香港における同グループの他のCEのETRと合算し

ても香港のETRが15%を下回る場合には、HKMTTに基づく15%の基準まで香港で支払うべき税金を上乗せする必要があります。

また、香港政府は、優遇税率の代わりに、税額控除（例えば、実際に発生した関連費用に基づいて付与される控除）の方法で優

遇税制措置を与えることもあり得るでしょう。

このような税額控除は、通常の法人税率16.5%で課される利益に係る納税額と相殺されます。相殺後も、企業が香港で実際に

支払うべき税額は、依然として優遇税率が適用された場合と同等となる可能性があります。

香港における優遇税制措置が税額控除の形式で与えられる場合、当該税額控除は、ETRの算定において対象税額の減額では

なく、GloBE所得として扱われます。このような取扱いの条件は、当該税額控除がモデルルールに基づく適格還付税額控除（以

下、「QRTC」）に該当することになります。

優遇税率の付与の場合と比較して、QRTCによる優遇税制措置の付与は、ETRの引き下げに及ぼす影響がはるかに小さくなる

と想定されます。

基本的に、QRTCとして認められるためには、企業が資格条件を満たす日から4年以内に、現金または現金同等物で税額控除さ

れることが必要です。

香港政府は、QRTCを通じた優遇税制措置の付与について、実際の現金支出を伴うことから濫用の可能性を含め、歳入への影

響を懸念している可能性があります。利害関係者はこれらの懸念点に関して、政府の決定を尊重し、影響を与えることを検討し

てもよいでしょう。

新法、GIRの申告、トップアップ税申告、または移行期間CbCRセーフハーバーの適用資格についてご質問がございましたら、ご

担当の税務専門家にご相談ください。
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